
   

１． 件名：特定原子力施設監視・評価検討会（第８１回）に係る面談 

２．日時：令和２年６月２日（火） １０時００分～１２時１５分 

３．場所：原子力規制庁２階会議室 

４．出席者 

 原子力規制庁 

  長官官房 金子審議官 

  原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 

竹内室長、松井安全審査官、伊藤係長、髙木技術参与 

  福島第一原子力規制事務所 

   小林所長、渡部副所長、松本検査官、實松専門官 

（テレビ会議システムによる出席） 

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 

 本社９名、福島第一原子力発電所１０名（テレビ会議システムによる出席） 

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 担当者２名（テレビ会議システムによる出席） 

 

５．要旨 

〇東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）から、次回（第８

１回）特定原子力施設監視・評価検討会（以下「検討会」という。）の議題に関し、資

料に基づき以下の説明を受けた。 

 放射性物質分析・研究施設第２棟の概要及び安全対策・保安管理について 

 地震・津波対策の進捗状況について 

 運転上の制限（以下「ＬＣＯ」という。）の見直しについて 

 建屋滞留水処理の進捗状況について 

 １／２号機ＳＧＴＳ配管撤去に向けた現場調査の実施状況について 

 ３号機燃料取り出しの状況について 

 構内設備等の長期保守管理計画の策定状況について 

 福島第一原子力発電所における新型コロナウイルス対策について 

 中期的リスクの低減目標マップ（２０２０年３月版）を踏まえた検討指示事項に

対する工程表について 

 

〇原子力規制庁より、以下のとおりコメントした。 

 地震・津波対策の進捗状況については、内閣府の公表内容によりどのような知見

が増えどのように解析を進めているか説明すること。また、建屋開口部閉止等の

措置をした箇所のうち堰を用いている箇所について、堰の高さを示すこと。 

 ＬＣＯの見直しについては、ＬＣＯに該当しないような不具合事象も考慮しつつ、



   

施設全体の現状及び変遷の経緯等を俯瞰してどのように見直すか、全体的な方針

を整理して説明すること。 

 建屋滞留水処理については、３号機タービン建屋の床面露出時期を７月としてい

る根拠を説明すること。 

 ３号燃料取り出しの状況については、吊り上げ試験で吊り上がらなかった燃料の

今後の取扱いを含めて、変形燃料の取扱全体についての課題と対応について整理

して説明すること。 

 

〇東京電力から、コメントについて検討の上、検討会に向けて準備を行う旨の回答があ

った。 

 

６．資料 

 放射性物質分析・研究施設第２棟について（案） 

 地震・津波対策の進捗状況（案） 

 実施計画第Ⅲ章第１編「運転上の制限」の見直しについて（案） 

 ３号機燃料取り出しの状況について（案） 

 建屋滞留水処理の進捗状況について（案） 

 １／２号機ＳＧＴＳ配管撤去に向けた現場調査の実施状況について（案） 

 福島第一原子力発電所 構内設備等の長期保守管理計画の策定状況について（案） 

 福島第一原子力発電所における新型コロナウイルス対策について 

 福島第一原子力発電所 中期的リスクの低減目標マップ（２０２０年３月版）を

踏まえた検討指示事項に対する工程表（案） 


